
品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱 

          

制定 令和７年１０月１５日 区長決定  
要綱第２１７号 

改正 令和８年 ４月１日  部長決定 
要綱第１３６号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

６条の２の２第３項に規定する放課後等デイサービス（以下「放課後等デイサービス」

という。）を実施する事業者に対し、品川区（以下「区」という。）がその経費の一部

を予算の範囲内で助成することにより、当該事業者の事業運営の安定化、新規開設の促

進、および質の高いサービスの継続的な提供を支援し、もって区内に居住する障害のあ

る児童（以下「障害児」という。）およびその家族の福祉の向上を図ることを目的とす

る。 

（助成対象事業者） 

第２条 助成金の交付対象となる事業者（以下「助成対象事業者」という。）は、次に掲

げる要件を備えていなければならない。 

⑴ 社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社その他の法人であること 

⑵ 運営する放課後等デイサービス事業所が区内に所在し、品川区指定障害児通所支援

事業者および指定障害児入所施設の指定等に関する規則（令和６年９月３０日規則第

６３号。以下「規則」という。）第２条第３項に規定する指定（以下「指定」とい

う。）を受けたものであること 

⑶ 第３条第２項に定める開設後物件賃借料助成の申請については、運営する放課後等

デイサービス事業所において、区内に居住する障害児の利用登録者数が別表で定める

割合以上であること 

⑷ 助成の対象となる年度において、放課後等デイサービス事業を継続する見込みであ

ること 

（助成対象経費） 

第３条 助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次に掲げる経費

とする。 

⑴ 開設前賃借料等助成 

ア 物件初期費用助成（礼金および仲介手数料） 

イ 物件賃借料助成 

ウ 駐車場賃借料助成 

⑵ 開設後物件賃借料助成 

（助成金額） 



第４条 前条各号に規定する助成金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付す

る。ただし、助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

２ 助成対象事業者が、同一の助成対象経費について、国、東京都その他の地方公共団体

または公共的団体から他の助成金等の交付を受ける場合は、当該助成対象経費の額から

当該他の助成金等の額を控除した額を、本要綱における助成対象経費の額とする 。 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする助成対象事業者は、品川区放課後等デイサービス

事業所開設費用等助成金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて区長に

提出するものとする。 

⑴ 物件初期費用助成 

ア 規則第２条第２項の規定により区から指定を受けた指定通知書の写し 

イ 事業所の借上げに係る賃貸借契約書の写しおよび平面図 

ウ 礼金および仲介手数料を負担したことが分かる書類（領収書等） 

エ その他区長が必要と認める書類 

⑵ 物件賃借料助成 

ア 規則第２条第２項の規定により区から指定を受けた指定通知書の写し 

イ 事業所の借上げに係る賃貸借契約書の写しおよび平面図 

ウ 賃借料を負担したことが分かる書類(領収書等) 

エ その他区長が必要と認める書類 

⑶ 駐車場賃借料助成 

ア 規則第２条第２項の規定により区から指定を受けた指定通知書の写し 

イ 送迎に使用する車両であることが分かる書類 

ウ 送迎に使用する車両を駐車する駐車場代を支払ったことが分かる書類(領収書等) 

エ その他区長が必要と認める書類 

⑷ 開設後物件賃借料助成 

ア 規則第２条第２項の規定により区から指定を受けた指定通知書の写し 

イ 事業所の借上げに係る賃貸借契約書の写しおよび平面図 

ウ 賃借料を負担したことが分かる書類(領収書等) 

エ 区内に居住する障害児の利用登録者数が別表で定める割合以上であることが分か

る書類 

オ その他区長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申請は、次に掲げる助成金の種類に応じ、当該各号に定める期限まで

に行わなければならない。 

⑴ 前項第１号から第３号における交付申請については、指定を受けた日（以下「指定

日」という。）から指定日の属する月の末日まで。 



⑵ 前項第４号における交付申請については、助成対象期間中の各会計年度の３月１日

から３月末日まで。ただし、助成対象期間の末日が３月より前に到来する場合は、指

定日から起算して３年を経過した日の前月の末日までとする。 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交

付することが適当と認めたときは、品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成

金交付決定通知書（第２号様式）により、不適当と認めたときは、品川区放課後等デイ

サービス事業所開設費用等助成金不交付決定通知書（第３号様式）により、当該申請者

に通知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、助成金の適正な執行を確保するために必要な条件を

付することができる。 

（請求） 

第７条 前条の規定による通知を受けた事業者（以下「交付決定事業者」という。）は、

品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金請求書（第４号様式）を速やかに

区長に提出し、当該助成金を請求しなければならない。 

（交付） 

第８条 区長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 区長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付

決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

⑵ 助成金を助成対象経費以外の用途に使用したとき 

⑶ 交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくはこの要綱に違反したと

き 

⑷ 品川区暴力団排除条例（平成２４年７月９日品川区条例第３４号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員または同条第３号に規定する暴力団

関係者に該当するとき 

⑸ 第２条各号に掲げる要件を満たしていないとき 

⑹ 正当な理由なく、第１３条に規定する報告の求めまたは立入検査を拒んだとき 

（補助金の返還） 

第１０条 区長は、前条の規定により交付決定の取消しを求める場合において、当該取消

しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期日を定めてその返還を命ず

るものとする。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し、または返還を求めるとき

は、品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金取消通知書（第５号様式）に

より、当該交付決定事業者に通知するものとする。 

 



（違約加算金） 

第１１条 前条の規定により助成金の返還を命じられた事業者は、当該命令に係る助成金の

受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５％の割合で

計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く）を区に納付しなければならない。 

（開設後３年以内の事業廃止等に伴う助成金の返還） 

第１２条 第３条第１項各号の交付決定事業者が、事業所の指定日から起算して３年を経

過する日までに、区長がやむを得ないと認める正当な理由なく事業を廃止または休止し

たときは、当該事業者は、第３条第１項に係る助成交付額に次の各号に掲げる事業所の

指定日からの経過期間の区分に応じて定める割合を乗じた額を区に返還しなければなら

ない。 

⑴ １年未満 ５０％ 

⑵ １年以上２年未満 ４０％ 

⑶ ２年以上３年未満 ３０％ 

（状況報告および立入検査） 

第１３条 区長は、助成金の使途および助成事業の遂行状況について、必要があると認め

るときは、事業者に対し報告を求め、または職員をして事業所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。 

（関係書類の整理保管） 

第１４条 交付決定事業者は、助成事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および

証拠書類を整理し、当該助成事業完了後５年間、これを保管しなければならない。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、障害者施策

推進担当部長が別に定める。 

 

 付 則 

  この要綱は、令和７年１１月１日から適用する。 

  この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条、第４条、第５条関係） 

助成

区分 

助 成 金

の種類 
対 象 助 成 経 費 補助率・助成上限額 助 成 対 象 期 間 そ の 他 

開設

前賃

借料

等助

成 

物 件 初

期 費 用

助成 

建物の賃貸借契約

を締結し、指定日ま

でに生じた賃貸借

に係る礼金および

仲介手数料（その他

の手数料等は助成

対象外） 

助成対象経費の１０

／１０ 

ただし、１事業所あ

たり１，０００，００

０円を上限とする。 

開設時（１回限

り） 

 

物 件 賃

借 料 助

成 

建物の賃貸借契約

を締結し、指定日ま

でに生じた事業所

の借上げに要する

賃借料（管理費・共

益費を含む） 

助成対象経費の１０

／１０ 

ただし、１事業所あ

たり月額４００，０

００円を上限とす

る。 

指定日から起算

して過去３か月

間 

 

駐 車 場

賃 借 料

助成 

送迎に使用する車

両を駐車するため

に賃貸借契約を締

結し、指定日までに

生じた駐車場の借

上げに要する賃借

料（最大３台分ま

で） 

助成対象経費の１０

／１０ 

ただし、1台あたり月

額３０，０００円を

上限とする。 

指定日から起算

して過去３か月

間 

 

開設

後物

件賃

物 件 賃

借 料 助

成 

指定日から事業所

の借上げに生じた

賃借料（管理費・共

助成対象経費の１／

２ 

ただし、１事業所あ

指定日から起算

して３年を経過

した日の前月の

当該助成金の

交付を受ける

放課後等デイ



借料

助成 

益費を含む） たり月額２００，０

００円を上限とす

る。 

末日まで サービス事業

所において、

助成対象期間

中の各月の末

日時点におけ

る利用登録児

童数の合計の

うち、２／３

以上が区の支

給決定または

措置決定を受

けている障害

児 で あ る こ

と。 

 

 



１　助成対象経費　

２　指定日

３　交付申請回数(開設後物件賃借料助成のみ)

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

４　申請額

内訳

５　助成対象期間

６　添付書類 （添付するものにチェックを付けてください。）

□　障害児通所支援事業所の指定通知書の写し

 □　事業所の借上げに係る賃貸借契約書の写しおよび平面図

□　礼金および仲介手数料を負担したことが分かる書類（領収書等）

□　賃借料を負担したことが分かる書類(領収書等)

□　送迎車両であることが分かる書類

□　送迎車両を駐車する駐車場代を支払ったことが分かる書類(領収書等)

□　利用登録児童の利用契約書の写し

□　別紙１～別紙３（開設前賃借料等助成は別紙３のみ）

□　その他区長が必要と認める書類

開設後物件賃借料助成 円

　ウ．駐車場賃借料助成

項　目

　イ．物件賃借料助成

金　額

円

円

　ア．物件初期費用助成 円

項　目 金　額

開設前賃借料等助成
(ア～ウの合計)

円

円

開 設 後 物 件 賃 借 料 助 成

記

開 設 前 賃 借 料 等 助 成

第１号様式（第５条関係）

年 月 日

品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付申請書

品川区長　様

　品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱第５条の規定に基づき、下

記のとおり申請します。

（申請者）

事 業 所 名

所 在 地

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

担 当 者 連 絡 先



第１号様式（第５条関係）別紙１

１　補助対象事業所

事業所名

２　利用実績

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

総利用登録者数

区内利用登録者数

利用登録者に占める区民の割合

助成対象期間

品川区放課後等デイサービス事業所開設助成金交付申請書

事業所所在地



第１号様式（第５条関係）別紙２

利用登録者名簿 ○

番号 受 給 者 番 号 児 童 氏 名 区 内 住 所 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

区民割合

品川区放課後等デイサービス事業所開設助成金交付申請書

利用登録者総数　合計

区民利用登録者数　合計



第１号様式（第５条関係）別紙３

１　開設前賃料助成

助成対象経費　計

月 月 月

円 円 円

助成上限額 400,000円 400,000円 400,000円

物件賃貸借料助成　計 円 円 円

　送迎車両台数 １台目 ２台目 ３台目 １台目 ２台目 ３台目 １台目 ２台目 ３台目

円 円 円 円 円 円 円 円 円 台

助成上限額 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

駐車場賃貸借料助成　計 円 円 円 円 円 円 円 円 円

２　開設後物件賃借料助成

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 費　用

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 -

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 2,400,000円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

３　交付申請額

円開設前賃料助成　合計

月 月
費　用 送迎車両台数

円

270,000円

品川区放課後等デイサービス事業所開設助成金交付申請書

費　用

円

円

物件賃貸借料助成

　賃借料（管理費・共益費を含む）

駐車場賃貸借料助成

　賃借料（管理費・共益費を含む）

円

　開設後物件賃借料助成合計

助成上限額

　　年　月～　年　月

賃借料（管理費・共益費を含む）

　助成率

　助成対象経費　計

円

1,000,000円

月

物件初期費用助成 費　用

　礼金 円

　仲介手数料 円

円

1,200,000円

円

助成上限額

物件初期費用助成　計



　　第

様

品川区長 印

交付額

内訳

　ア．物件初期費用助成

開設前賃借料等助成
(ア～ウの合計)

円

円

開設後物件賃借料助成 円

項　目 金　額

　イ．物件賃借料助成

　ウ．駐車場賃借料助成

円

円

第２号様式（第６条関係）

第 号

記

品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付決定通知書

項　目 金　額

円

　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました助成金の交付について、下記のとおり決定

したので、品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱第６条第１項の

規定に基づき、通知します。

年 月 日



　　第

様

品川区長 印

理由

第３号様式（第６条関係）

第 号

記

品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金不交付決定通知書

　　　　　　年　　　　月　　　日付けで申請のありました助成金について、下記の理由により不

交付としたので、品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱第６条第

１項の規定に基づき、通知します。

年 月 日



1 請求額

 

【取引口座】
　金融機関名：
　支店名　　　：
　口座の種類：
　口座番号　：
　口座名義　：

【書類発行責任者】

【担当者】

　令和　　年　　月　　日付品福施収第　号で交付決定のあった助成金について、品川区放
課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとお
り請求します。

第４号様式（第７条関係）

年 月 日

記

請　求　書

品川区長　様

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

担当者連絡先

所 在 地

事 業 所 名



　　第

様

品川区長 印

　１　理由

　２　返還金額

　３　返還期日

　４　返還方法

第５号様式（第１０条関係）

第 号

記

品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付決定取消・返還通知書

　　　　　　年　　　　月　　　日付　　　　第　　号により交付決定した助成金について、下記の理

由により取り消したので、品川区放課後等デイサービス事業所開設費用等助成金交付要綱

第１０条第2項の規定に基づき、通知します。

　なお、既に交付されている助成金については、下記の返還期日までに返還を命じます。

年 月 日


